
 

さぬき市学校給食共同調理場施設整備基本計画（概要版） 
 

１.学校給食施設の現状と課題 ３.学校給食施設の施設整備の基本方針 

本市の学校給食は、大川学校給食共同調理場と志度学校給食共同調理場の２か所の調理場で調理を行い、一

日当たり約 3,300 人の園児、児童、教職員等に提供しています。（令和５年５月１日現在）なお、将来人口推計

においては、人口減少が想定されており、学校給食の提供数も減少することが想定されます。 

両学校給食共同調理場ともに施設及び厨房機器等の老朽化が進行しており、今後、維持修繕に加え、大規模

改修や厨房機器の更新が必要となります。また、安全性を最優先としながら、食物アレルギーを有する園児、

児童、生徒に学校給食を提供できるような体制の整備についても検討することが求められています。 

 

区分 大川学校給食共同調理場 志度学校給食共同調理場 

所在地 さぬき市大川町富田中 3163 番地 さぬき市志度 710 番地（志度小学校に隣接） 

建築年月 平成 12 年３月（築 23 年） 平成８年３月（築 27 年） 

給食開始年月 平成 12 年４月 平成８年４月 

建築構造 鉄筋コンクリート造２階建て 鉄筋コンクリート造２階建て 

延床面積  2,080.3 ㎡ 812 ㎡ 

調理能力  4,000 食/日 2,500 食/日 

給食提供数 2,102 食/日 1,165 食/日 

調理業務の運営 直営 直営 

給 

食 

提 

供 

先 

幼稚園 ４園 さぬき南幼稚園 
寒川幼稚園 
長尾幼稚園 
造田幼稚園 

２園 志度幼稚園 
さぬき北幼稚園 

小学校 ５校 津田小学校 
さぬき南小学校 
寒川小学校 
長尾小学校 
造田小学校 

２校 志度小学校 
さぬき北小学校 

中学校 ２校 さぬき南中学校 
長尾中学校 

１校 志度中学校 

※令和 5年 5月 1日現在の施設状況 

学校給食共同調理場の施設整備の基本方針は、以下のとおり設定します。 

① 安全・安心でおいしい給食の提供 

② 長期的に安定した学校給食の提供 

③ 食育及び地産地消の推進 

④ アレルギー対応食の提供が出来る施設整備 

⑤ 災害時の復興支援に資する施設形成 

４.学校給食施設の建設予定地 

学校給食施設の建設予定地は下記のとおりです。 

 
 

項目 区分 概要 
敷地概要 所在地 さぬき市大川町富田西 2595 番地 2 

 敷地面積 11,209 ㎡ 
 配送時間 調理後２時間以内に喫食できるよう配送することができる。 
 土地の所有 さぬき市 
 土地の状態 旧富田小学校跡地で現状は更地 
 土地の形状等 平坦でほぼ長方形だが、東端部とその他の部分とで高低差がある。  
 浸水想定 区域外 

法的条件 都市計画区域 さぬき都市計画区域（非線引き）、用途地域指定なし 
 建蔽率・容積率 70％・200％（道路幅員による容積率制限 0.6） 
 開発許可 造成を伴わない敷地分割のため開発許可は不要 
 斜線制限 道路斜線 1.5  隣地斜線 31ｍ+2.5 
 緑地基準 なし 

インフラ条
件 

道路 
３方向(東、南、北側)に接道あり。 
西側道路に面するが高低差あり。 

 
上下水道 

上水道：外周市道にΦ75mm～Φ100mm 
下水道：公共下水道 北側市道にΦ125mm あり(宅内桝あり) 

 ガス 現況では都市ガスが未対応のため、LPガスでの対応となる。 
 

２.学校給食施設の施設整備の方向性 

学校給食共同調理場の施設整備については、「それぞれの現地において整備する」方法と、調理能力が 1 日

の提供食数を上回っている大川学校給食共同調理場を活用した「大川学校給食共同調理場に統合して整備す

る」方法が考えられます。 

しかしながら、下表の理由から、両学校給食共同調理場を統合し、給食の配送時間を勘案しつつ、新たな場

所に新築して整備する方法が妥当であると考えます。 

 

それぞれの現地におい
て整備する 

⇒両調理場ともに大規模改修又は建替えが必要となり、多額の財政負担が必要。 
⇒提供食数が減少することが想定される中、燃料費・光熱水費や維持修繕費、施

設管理委託料の面で、将来的な財政負担の増加が懸念される。 
⇒整備期間中は学校給食の提供ができなくなる。 

大川学校給食共同調理
場に統合して整備する 

⇒現状でも調理作業の一部に制限があるなど機能上、構造上、改善することが望
ましい課題を有している。 

⇒両調理場で使用している数量のコンテナ保管場所を確保することができない。 
⇒アレルギー専用調理室を新設する場合、大規模改修又は建替えが必要となる。
⇒整備期間中は学校給食の提供ができなくなる。 

 



５.学校給食施設の施設整備計画 ７.事業手法の比較 

学校給食施設の施設計画概要は下記のとおりです。 

 

項目 内容 

整備方式 センター方式 

提供食数 最大 3,000 食/日 

施設規模 3,000 食/日を円滑に供給可能な延床面積及び敷地面積を確保する。 
（延床面積；2,600 ㎡程度・敷地面積 4,000 ㎡程度） 

建築構造 鉄骨造２階建 

厨房機器熱源 電気・ガス・蒸気のベストミックス 

献立形式 １献立を基本とし、発育段階に応じて変更することを可能とする。別途、アレルギ
ー対応。 

献立内容 主食（米飯又はパン、麺）、汁物、主菜・副菜、牛乳、デザートを基本とする。 

炊飯対応 調理場炊飯（３回以上/週） 

学校への直接搬入 牛乳、パン 

地産地消 泥付き野菜（カット野菜以外）を使用する。（対応として前処理室を設置する。） 

食物アレルギー対応 専用調理室を設置 

配送対象校 幼稚園：５園、小学校：７校、中学校：３校 

駐車スペース 来客・職員用駐車場、給食配送車両置場、駐輪場 
 

学校給食施設の整備にあたって、定量評価及び定性評価を勘案した総合評価を行い、最も優れた事業手法を

検討しました。比較する事業手法は、「ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式」、「ＰＦＩ（ＢＴＭ）方式」、「ＤＢＯ方式」、「Ｄ

ＢＭ方式」、「従来方式（公設公営）」の７方式としました。 

８.概算事業費 

各事業方式の概算事業費は、国の積算基準や民間事業者の事業参加意向等調査における事業者見積もりを踏

まえると、以下のとおりです。 

 従来方式 
PPP/PFI 手法 

PFI(BTO)方式 PFI(BTM)方式 DBO 方式 DBM 方式 

施設整備費 2,340,406 千円 2,059,557 千円 2,059,557 千円 2,059,557 千円 2,059,557 千円 

運営費 2,336,949 千円 2,056,515 千円 2,336,755 千円 2,056,515 千円 2,336,755 千円 

維持管理費 460,227 千円 405,000 千円 405,000 千円 405,000 千円 405,000 千円 

合計 5,137,582 千円 4,521,072 千円 4,801,312 千円 4,521,072 千円 4,801,312 千円 

VFM ― 6.1％ 0.6％ 9.5％ 5.2％ 
 

９.定性評価 

 定性評価は、「民間事業者の参加意向（競争性の確保）」、「業務の効率化」、「財政平準化効果」を基に行いま

した。なお、「民間事業者の参加意向」については、建設企業・厨房設備企業と運営企業とで、参加意向の傾向

が異なるため、建設企業・厨房設備企業と運営企業とに分けて評価しました。 

６.学校給食施設の諸室構成 １０.総合評価 

「学校給食衛生管理基準」等に基づき、明確に区分するとともに、食材の搬入から検収、下処理、調理、配

送までの流れを考慮し、作業動線が一方通行となるよう諸室及び調理設備を配置します。 

施設内の動線は、汚染区域と非汚染区域、その他の区域（一般居室等）を明確に分離し、食材受入～調理～

配送の流れがワンウェイ（一方通行）となるように計画します。 

 

 

 

事業方式の評価として、VFM 算定結果、競争性の確保、事業期間中の業務効率化、財政平準化から総合評価

を行った結果、PFI（BTO）方式が最も高い評価となりました。 

VFM 算定結果のみでの評価であれば、DBO 方式が最も良い結果となっていますが、運営事業者の参加意向や

施設整備費の割賦払いの点を合わせて評価すると、PFI（BTO）方式の方が有利な事業方式となります。 

 

  従来方式 
PFI(BTO) 

方式 

PFI(BTM) 

方式 
DBO 方式 DBM 方式 

定
量 

評
価 

ＶＦＭ ― 
○ 

6.1％ 

✕ 

0.6％ 

◎ 

9.5％ 

○ 

5.2％ 

定

性

評

価 

競
争
性
の 

確
保 

建設・厨房機器業者の参加

意向 
◎ △ ○ △ ○ 

運営事業者の参加意向 ○ ◎ ✕ ○ ✕ 

業
務 

効
率
化 

事業期間中の業務効率化 ― ○ △ ○ △ 

財
政
平
準

化
効
果 

施設整備費割賦払い ✕ ○ ○ ✕ ✕ 

運営期間中の事業者からの

追加費用 
△ ◎ ○ ◎ ○ 

 評価 ６ 13 ７ 11 ７ 

凡例：◎ ３点、○ ２点、△ １点、× ０点 

  


